
令和 6年 9月 6日 

保護者様 

                                       伊勢市立中島小学校長 

 

地震及び津波警報発表時における対応について 

 

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について、以下の通り変更されますので、再度ご確認いただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

（１）南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

・在校中の場合は、情報収集に努め、注意対応をとりながら平常通りの生活をします。 

・登校前の場合は、教育委員会の指示があるまで自宅で待機してください。 

 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意報）が発表された場合 

・在校中の場合は、情報収集に努め、注意対応をとりながら学校活動を継続します。 

・登校前の場合は、教育委員会の指示があるまで自宅で待機してください。 

・発生した地震による被害や地震関連情報等の状況に応じて、下校（必要に応じて引き渡し）や休業に 

なる場合もあります。 

 

（３）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

・在校中の場合は、学校活動を中止し、待機や状況に応じて下校します。その場合は、児童引き渡しカー  

ドの記載者がお迎えをお願いします。 

・在宅中の場合には、１週間の休業を基本として、登校させないでください。 

 

（４）南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合 

・日頃からの地震への備えを再確認し、平常通りの生活をします。 

 

２ その他の大規模地震（震度５弱以上）発生および沿岸地域の津波警報等が発表された場合 

（１）児童が学校にいる場合 

避難指示等が発表されるなど二次災害のおそれがある場合や、津波警報が発表されている場合には、    

原則、保護者への引き渡しは行わず、避難を優先します。なお、児童の安全が確認でき、保護者への   

引き渡しを行う場合には、引き渡しカード記載者に引き渡します。 

 

（２）児童が学校にいる場合の避難場所 

本校校舎は、２階以上は,伊勢市指定の避難場所です。原則、運動場に避難し、校舎の火災等がない

ことを確認したうえで、津波被害のおそれがある場合には、校舎４階に避難します。 

 

（３）児童が、登下校中または家にいる場合 

校区内に指定された避難所を確認のうえ、各家庭で、避難する場所について子どもと話し合い、子ど   

も自身が避難できるようにしておいてください。 

下記ホームページに伊勢市指定避難所が掲載されています。 

（「伊勢市避難所」で検索しても見つかります） 

http://www.city.ise.mie.jp/secure/24505/2saigaijisiteihinansyo.pdf 

 

３ 引き渡しカードについて 

配布した引き渡しカード（家庭保管用）はカードホルダーに入れて、保管してください。大地震発生 

    時には、保護者の方には、周囲の安全を確認の上、引き渡し要領に従って、学校まで児童を迎えにきて   

いただくことになります。「校支援メール」の送信ができないことも想定されます。その際は、保護者

の方の判断でお願いします。 


